
〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-4-5　第1東ビル

TEL：03-5809-2176　　FAX：03-5809-2183

公益財団法人 食品流通構造改善促進機構 業務部

食品流通構造改善緊急対策事業に関するお問合わせ

＊認定申請書等はこちらからダウンロードできます。

http://www.ofsi.or.jp

導入者メリット（リース契約）6

事業の趣旨１
　公益財団法人 食品流通構造改善促進機構 (以下「食流機構」という。）では、「食品流通構造改善促進法」に基づく構造改善計画（食品販
売近代化事業）の一環として、業務の共同化・近代化に必要な設備・機器の導入に対し支援する「食品流通構造改善緊急対策事業」を実施
しています。

食品流通業の方々がリース契約等により業務の共同化、近代化に必要な設備・
機器等を導入される場合の支援です。
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近代化
共同化

近代化
共同化

農林水産省及び地方農政局の連絡先7
地方農政局等 担当部署 電話番号（代表）

農 林 水 産 本 省

東 北 農 政 局

関 東 農 政 局

北 陸 農 政 局

東 海 農 政 局

食 品 流 通 課

食 品 企 業 課

食 品 企 業 課

食 品 企 業 課

食 品 企 業 課

03-3502-7659

022-263-1111

048-600-0600

076-263-2161

052-201-7271 ※上記の連絡先は、平成30年６月現在のものです。

地方農政局等

近 畿 農 政 局

中 四 国 農 政 局

九 州 農 政 局

沖縄総合事務局

担当部署

食 品 企 業 課

食 品 企 業 課

食 品 企 業 課

食 料 産 業 課

電話番号（代表）

075-451-9161

086-224-4511

096-211-9111

098-866-0031

（注） １．設備・機器はリース会社が所有権を有します。
 ２．リース期間終了後は設備・機器をリース会社へ返却となります。
 なお、再リースによる継続使用も可能となっておりますので、リース会社と個別にご相談下さい。
 ３．「割賦方式」による設備・機器導入費の契約については、個別にリース会社とご相談下さい。
 ４．「割賦方式」を選択された場合、利息は不要ですが、リース会社の事務取扱手数料は別途発生します。

※当機構が設備・機器導入資金（消費税は除く）の「２/３相当額」を無利息でリース会社へ預託しますので、
　利息負担分が軽減されます。 リース会社からは、５年を限度に食流機構に返済して頂きます。

利息（Ｃ） 消費税（Ｄ）諸経費（Ｂ） 利息（Ｃ）設備等の金額（Ａ）

リース料金算定対象価額｛Ａ＋（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）｝円 （千円）

9,96090 150 720
合計諸費用 利息 消費税設備・機器本体

9000

利息（Ｃ） 消費税（Ｄ）諸経費（Ｂ） 利息（Ｃ）設備等の金額（Ａ）

10,260 90 450 720
合計諸費用 利息 消費税設備・機器本体

9000

リース料金算定対象価額｛Ａ＋（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）｝円 （千円）

【差額】 
①－②＝300千円

緊急対策事業（リース方式）を利用した場合

通常のリース契約の場合



●一般社団法人 A協会様
協会及び各会員が青果流通における青果物流コード及
び電算処理を共同化し、業務の効率化を図るため、情報
処理機器（サーバー・クライアント端末及びソフトウェ
ア）等を導入されています。

●一般社団法人 B協会様
協会及び各会員が、食品販売業務におけるＰＯＳ情報等
の共有化のための情報処理施設を導入するとともに、各
会員が食品の品質管理の適確化・効率化を図るため、冷
凍車、冷凍庫、電動フォークリフト等を導入されています。

①設備の販売業者からの見積書やカタログ等をご用意の上、食
流機構まで事前にご相談ください。

②団体は、食品流通構造改善促進法に基づく構造改善計画（食
品販売近代化事業）を作成後、農林水産省（又は地方農政局）
に申請し認定を受けていただきます。

●団体内において、業務の一部を共同化する取組内容と
なっているか。

●組合員が設備等を導入する場合、複数社が導入する計画
となっているか。

③団体は緊急対策事業参加申込書を取りまとめ食流機構へ提
出し、その承認を受けていただきます。

④団体又は組合員とリース会社との間でリース契約をしてい
ただきます。

　団体又は組合員とリース会社、販売事業者との間で売買契約
をしていただきます。

⑤販売業者から組合員等に設備を納入いたします。
⑥組合員等はリース会社を経由して設備等検収報告書を提出

していただきます。
⑦組合員等は設備等のリース契約期間において、リース料をお

支払いしていただきます。
⑧団体は設備等を導入した年度の翌年度以降毎年４月末まで

に事業実施状況報告書を食流機構へ提出していただきます。
（５年間）

●利用できるリース会社は、食流機構と業務委託契約を締結し
ている指定リース会社のみです。

●信用調査の結果によっては、事業を実施できない場合もござ
います。
※リース契約以外に割賦契約の場

合の支援もございます。まずは、
お気軽にご相談ください。

指定リース会社一覧5
● ＪＡ三井リース株式会社
● ＪＡ三井リースオート株式会社
● 三菱オートリース株式会社
● 三菱ＵＦＪリース株式会社
● 三菱電機クレジット株式会社
● 株式会社ジャストオートリーシング

● 東京センチュリー株式会社
● 日通商事株式会社
● ＩＢＪＬ東芝リース株式会社
● 株式会社琉球リース
● 北海道リース株式会社

● エムジーリース株式会社
● 七十七リース株式会社
● 東銀リース株式会社
● 株式会社名古屋リース
● ひろぎんリース株式会社

① 設備等の見積書（設備等選定） 販売業者（メーカー）→設備導入者（団体組合員）
② 設備等導入計画申込書 設備導入者（団体組合員）→団体
③ 構造改善計画認定申請書（申請書類一式） 団体→農林水産省（又は地方農政局）
④ 構造改善計画認定通知書 農林水産省（又は地方農政局）→団体
⑤ 緊急対策事業参加申込書（申請書類一式） 団体→食流機構
⑥ 参加申込書の承認通知（機構審査後） 食流機構→団体
⑦ 参加申込書の承認通知（団体発行） 団体→設備導入者（団体組合員）
⑧ リース契約書締結 リース会社：設備導入者（団体組合員）
 （売買契約書締結） （リース会社：設備導入者：販売業者（メーカー））
⑨ 設備等納品 販売業者（メーカー）→設備導入者（団体組合員）
⑩ 設備等検収報告書（リース会社経由） 設備導入者（団体組合員）→リース会社
⑪ 設備等購入資金預託確認書（契約関係書類添付） リース会社→食流機構
⑫ 預託金の支払（設備・機器代金の2/3） 食流機構→リース会社
⑬ 設備・機器代金支払 リース会社→販売業者（メーカー）
⑭ リース料の支払 設備導入者（団体組合員）→リース会社
⑮ 預託金の回収（年２回（９月・３月）、５年以内） リース会社→食流機構
⑯ 構造改善事業実施状況報告書 団体→食流機構

事業の申込・引受手順     4

事業の概要2

2 対象設備・機器とその基本要件

設備・機器の基本要件

導入事例1 対象者
①食品流通業の団体（以下「団体」という。）
②上記団体の組合員

※本事業は、団体及び組合員による食品販売に係る業務の
一部「共同化」が要件となっていることから、団体から
本事業に係る申請をしていただく必要がございます。

①情報処理関連
　電子商取引システム、ＰＯＳレジ、その他情報処理システム等
②物流関連
　冷蔵車、冷凍車、移動販売車、電動フォークリフト、電動ターレ等
③多温度帯管理関連
　冷蔵・冷凍ショーケース、冷蔵・冷凍庫等
④省エネ関連
　高効率ヒートポンプ、高効率照明（ＬＥＤ照明）等 
⑤廃棄物処理関連
　食品廃棄物リサイクル設備（飼料化、堆肥化等）等

①新技術を活用したものであること（３年以内に発売開始
等）

②食品の品質管理向上に資するものであること
③人手不足の解消や労働環境の改善に資するものである

こと
④経費削減効果が見込まれるものであること
⑤環境負荷低減効果が見込まれるものであること

　食流機構において、設備導入費用の３分の２をリース会社に
預託しますので、通常のリース契約の場合と比べ利息相当額が
３分の１となり、リース料総額の負担が軽減されます。

　例えば、９００万円の設備を５年間リース契約する場合、経費
負担が３０万円程度お安くなります。（通常利息が２％の場合）

3 事業によるメリット

利息

通常の場合

設備価格 設備価格

利息

諸費用 諸費用

事業を活用される場合

リ
ー
ス
料
金
総
額

食流機構からリース会社
に設備価格の３分の２を
預託します。

事業スキーム3

① 設備等の見積書（設備等選定）
② 設備等導入計画申込書
③ 構造改善計画認定申請書（申請書類一式）
④ 構造改善計画認定通知書
⑤ 緊急対策事業参加申込書（申請書類一式）
⑥ 参加申込書の承認通知（機構審査後）

⑦ 参加申込書の承認通知（団体発行）
⑧ リース契約書締結
⑨ 設備等納品
⑩ 設備等検収報告書（リース会社経由）
⑪ 設備等購入資金預託確認書（契約関係書類添付）
⑫ 預託金の支払（設備・機器代金の2/3）

⑬ 設備・機器代金支払
⑭ リース料の支払
⑮ 預託金の回収
⑯ 構造改善事業実施状況報告書

団　　体

設備導入者（団体組合員）

公益財団法人 食品流通構造改善促進機構

指定リース会社

メーカー（販売業者）

農林水産省・地方農政局（構造改善計画担当）

5 その他注意点

申請における注意点

4 手続きの流れ

（平成30年６月現在）


